
コンテンツワーキンググループの開催について 

 

令和２年３月２７日 

知的財産戦略本部 

構想委員会座長決定 

 

１ 「構想委員会の運営について」（令和元年９月２７日知的財産戦略本部構想委員

会座長決定）第２項に基づき、「コンテンツの利活用促進、権利処理の円滑化及び

クリエーターへの適正な対価還元等」に関する専門の事項を調査させるため、以下

のワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）を開催する。 

 

・コンテンツＷＧ 

近年のデジタル化・ネットワーク化の進展や新たなビジネス・モデルの出現に

伴い、コンテンツの創作・流通・利用のされ方が変化し続けている。クリエータ

ーが持続的にコンテンツを創作できる環境が整備され、海外展開を含むコンテン

ツの円滑な流通及び利用が促進されるとともに、クリエーターへの適切な対価還

元が実現する方策について幅広く検討する。 

 

２ ＷＧの座長及び委員は、別紙のとおりとする。ＷＧの座長は、必要があると認め

るときは、委員のほかにオブザーバを参加させることができる。 

 

３ ＷＧの座長は、必要があると認めるときは、委員のうちから座長代理を指名する

ことができる。 

 

４ ＷＧの座長は、必要があると認めるときは、委員及びオブザーバ以外の専門委

員を招いて意見を聞くことができる。 

 

５ 会議は、原則として公開し、事務局へ事前登録を行った者は傍聴することができ

る。 

 

６ 会議資料及び議事録は原則として会議開催後公開する。 

 

７ ＷＧの座長は、会議又は会議資料若しくは議事録を公開することにより率直な意

見の交換が損なわれるおそれがあるときその他必要と認めるときは、これらの全部

又は一部を非公開とすることができる。 



 

８ ＷＧの座長は、委員、オブザーバ、専門委員及び傍聴者に対し、率直な意見の交

換が損なわれることのないよう、会議によって知り得た情報を外部で取り扱うとき

は、発言をした者の所属及び氏名を特定しないよう求めることができる。 

 

９ 前各項に掲げるもののほか、ＷＧの運営に関する事項その他必要な事項は、ＷＧ

の座長が定める。 

  



コンテンツワーキンググループ構成員名簿（１０名） 

 

※2020 年４月１日現在 
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